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【はじめに】

平成12年介護保険制度がスタートし，介護保険事業に参入する企業が増え，それに伴う求人や福祉分野での新たな職への展望を期待する求職者が増えた。それ以前は，社会福祉事業の経営主体が社会福祉法人しかなく，事業者（社会福祉法人）は国が支援すべきという理屈と一体になっていた。また，労働市場サービスへの規制が強く，民営労働市場サービスはほとんどなかった。福祉業界の人材獲得難であり，公募型求人行動が少なく，縁故採用も一般的であり，情報入手が困難な状況であった。

しかし現在，福祉・介護サービスの経営主体の多様化や社会福祉事業以外の介護事業・民間事業の領域が拡大。公募型求人は一定定着し，インターネットの普及により，求人情報の入手は飛躍的に容易になった。又，民間労働市場サービスの多様化や労働者派遣など様々な人材充足手段が出現した。

総務省労働力調査では，「社会保険・社会福祉・介護事業」の就業者は，196万人（平成15年度平均）である。中でも，「高齢者福祉・介護分野に従事する人が最も多く，それに続いて「児童福祉分野」，「障害者分野」，「その他」となっている。

また，福祉分野の雇用吸収力は，平成14年度から平成15年度の1年間で28万人増加しており，きわめて高いことを示している。特に，介護事業関係の労働市場の拡大は急速であり，中でも介護職の比重・増加は大きい。そこで本論は，このような状況の中での福祉現場の求人・求職の採用・推移職状況について考察する。

【求人求職の採用・就職状況】

一般的に，求人側は，人材が必要な場合，ハローワークや人材センター，折り込み広告，新聞，仕事情報誌，等をとおして人材確保していく。採用後人材を育てていくという方針の求人もあるが，求人内容のほとんどは資格・経験保持者であり，即戦力を求めるケースが多い。また，採用に伴い実施する内容は，ほとんどが面接であり，筆記試験や施設実習を行う求人はわずかである。面接といっても限られた時間の中で求職者について把握することは困難であり，（もちろん，求職者側にとっても同じことが言えるが）採用後すぐに離職する求職者も少なくない。学生の就職活動であれば，その在学中「実習」により，その施設・事業所での経験が積めるわけだが，社会人の場合，採用前に実習を許可する施設・事業所は少ない。施設見学や，ボランテイアを通して，施設の中を垣間見るのが精一杯である。

これに対して，求職者層は，グループ化すると4つの層に分かれてくる。１つは資格・経験保持者，2つ目は，資格はあるが経験のないもの，3つ目は，経験はあるが資格がないもの，4つめは資格も経験もないものだ。

1つ目の資格・経験保持者は希望する求人があれば就職においてさほど大きなトラブルもなく転職していく。中には，自分のキャリアなどに対する値段を把握している求職者も多い。

次に，資格はあるが経験のない層だが，現在この福祉分野を求める求職者はこの層が一番多い。中でも，経験のないホームヘルパー2級を所持する求職者が目立つ。ホームヘルパーの場合，その求人内容の大半が登録ヘルパーである。よって正規採用を求める求職者と求人の間ではミスマッチがおこっている。県内でも多くのホームヘルパー修了者がいるにもかかわらず希望する職がえられないまま月日がたち，現場に立つ不安も増え，実働に到っていない人も多い。正規採用に応募できるケースは3年以上の経験者をもつ，いわゆるサービス提供責任者レベルの人材を求めるケースが多い。また，登録ヘルパーは希望通りに仕事が入るとは限らない。このような現状の中，求職者は現在求人の資格条件に最も掲げられる資格である，「ホームヘルパー2級保持者」の求人を調べ自分達の中で就職に対する優先順位を模索しながら面接に望む。

次に，経験があり，資格のない求職者層だが，求人に対し，経験のあることをアピールし，資格取得を約束して就職するケースも多い。施設や事業所によっては，勉強会を実施し，資格取得に向けて援助するところも増えている。（例：介護福祉士や介護支援専門員等）

最後に，経験・資格がない求職者層だが，分野の違う職場経験を持つ転職者やフリーターに多い。できれば働きながら資格を取得したいと希望する人が多い。確かに，介護職や相談職は医療職とちがい，資格も名称独占が多い。働きながら資格取得が可能であり，キャリアアップが望めるのが福祉分野の働く魅力のひとつでもある。しかし，現状として無資格で求人を出すケースは減ってきている。人事担当者の声を聞くと最終的には人物を見て採用を決めると答える人が多い。しかし，それを判断する手段が先ほど述べたように，面接だけというところが多く，（時間や手間がかけられない業務の事情もあるらしいが）限られた時間中でその人物を判断しきれるものではなく，最終的には目に見える条件を求人票に落としがちだという声も多い。毎日の業務に追われ，人材を育てる手間隙を新卒採用ならかけるが，中途採用者にそこまでかけられないという声もある。よって，即戦力となる求職者を採用，もしくは，労働者派遣に頼るところも少なくない。

その他，福祉分野だけに限ってではないが，非正規雇用の増加や賃金水準の低さが依然として問題になっている。非正規職員は，短期間での転職・離職が多いと見られ，質の確保のためには，非正規職員の雇用の特質を考慮した質の確保策の検討が不可欠となっている。

【これからの求人確保・就職活動】

毎日のハードな業務の中で，不足した人材を補う祭に，即戦力を求めるのは当然であり，又，運営上雇用形態を常勤にすることが厳しいところも現状としてある。しかし，長い目で優秀な人材を確保する際，育てるという概念はある程度必要となってくる。求める人材というものは，ちまたにあふれているものではない。今後は少子高齢化も伴い労働力人口は落ちてくるといわれている。現在，若しくはこれからの人材確保は，将来の施設・事業所を担う貴重な戦力に直結しているといってもオーバーではないだろう。介護力は使い捨ての労働力ではない。たとえ，非正規職員の採用であってもその職員が，10年後もその後も高いモチベーションをもって就労できるような，意欲をもって就労できるような労働条件・採用システムを作ることも必要である。

又，求職者側も，なぜ自身がこの福祉の職場で働きたいのか多種多様ある職業の中で，なぜこの仕事なのかを自分のもつキャリアもふくめて考えることが必要である。また，最初から希望する職種や雇用形態につけなかったとしても，先ほども述べたように，福祉の分野は経験を積むことが資格取得への切符を手に入れることができる。目標を明確にして取り組むことにより，将来的に希望する職種等に就く可能性はある。逆にそれくらいの覚悟をもって就職活動に取り組まなければ，今後福祉分野で希望するところに就職することは困難である。また，不採用になった際何が原因かを知ることで改善できることもあるだろう。事前に施設見学か，実習，ボランテイア活動が可能であれば，その経験後判断することもできる。現場職員から話を聞いたり，施設や事業所の雰囲気を知ることは貴重な判断材料の1つとなる。

いずれにしても，求人・求職者双方が相手に求めるだけでなく，まず，自身の足元からの改善と整理をすることが先決である。
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